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一 般 質 問 通 告 一 覧 表 

第３６８回定例会 

 

発言順序 １ 議席番号 ９ 氏  名 伊 藤 幹 夫 

      

質  問  事  項 質  問  要  旨 

  
１ 矢板市における脱炭素社会へ

の取組について 
 

  
⑴ 矢板市におけるカーボンニ

ュートラルへの取組の現状と

推進について 

 

近年、異常気象など地球温暖化による影響が日本

だけでなく世界各地で起こっています。温暖化対策

として、国連加盟国が 2030 年までに取り組む SDGs

（持続可能な開発目標）の中にも気候変動やエネル

ギーなど温暖化対策につながる目標が設定されて

おり、地球温暖化対策は世界規模で取り組む問題の

一つです。 

地球温暖化は温室効果ガスの排出量に起因する

ものであり、日本は、現在、年間で約 12億トンを超

える温室効果ガスを排出しており、菅総理は気候変

動サミット（首脳会議）において 2030年度に向け温

室効果ガスを 2013年度比 46%減とする新たな目標を

決め、2050年までに、これを実質ゼロにするカーボ

ンニュートラル、脱炭素社会の実現を目指すことを

宣言しました。 

国は、「国・地方脱炭素実現会議」等において議論

を重ね、2050年カーボンニュートラルを目指すゼロ

カーボンシティをはじめとした地域の取組を、再生

可能エネルギーの主力電源化に資する施策などに

より支援するということです。 

このカーボンニュートラルへの挑戦が産業構造

や経済社会の変革をもたらし、大きな成長につなが

り地球温暖化対策に寄与し、SDGsや CSR（企業の社

会的責任、社会対応力）の目標達成につながります。 

脱炭素社会への取組は矢板市としても持続可能

な未来に向けての喫緊の課題だと認識しておりま

す。 

矢板市としましてもゼロカーボンシティ宣言を

し、再生可能エネルギーを基軸とした環境と経済、

社会の変革をもたらすことにより、カーボンニュー

トラルへの取組が実現できると考えますが、矢板市

としてのカーボンニュートラルへの取組について

質問いたします。 

  



  

⑵ サステナブルファッション

の推進について 

 

 ５月は例年クールビズが始まる時期ですが、今年

度より全国一律の期間は設定せず、各地域の状況や

日々の気温、一人ひとりの体調、暑さ寒さの感じ方、

室内での温度差等に応じた柔軟な服装の選択など

ができるよう環境省は呼びかけています。 

 2050年カーボンニュートラルの実現に向けて、ラ

イフスタイルの変革は不可欠で、ファッション産業

が与える環境負荷は今、世界的な問題となっていま

す。 

この現状を変えることのできる「サステナブルフ

ァッション」を推進することにより環境負荷を緩和

することが考えられます。 

 矢板市としてサステナブルファッションを推進

してはどうか質問いたします。 

  
２ 矢板市におけるテレワーク普

及の現状と推進について 

 

コロナ禍の中、新しい生活、仕事が注目される中

テレワークの普及が全国的に進んでおり企業誘致

や人口増にもつながりますが、矢板市におけるテレ

ワーク普及の現状と推進について質問いたします。 

  
  



  

一 般 質 問 通 告 一 覧 表 

第３６８回定例会 

 

発言順序 ２ 議席番号 ２ 氏  名 掛 下 法 示 

      

質  問  事  項 質  問  要  旨 

  
１ 新型コロナウイルスワクチン

接種体制について 

日本は大変遅れましたが、国の本格的な新型コロ

ナウイルスワクチンの支給がこの５月よりスター

トして６月末には 65 歳以上の国民分の配布は完了

すると思います。しかしながら今度は地方での具体

的なワクチン接種体制に問題を抱えておりますの

で、矢板市の体制について質問いたします。 

  
⑴ ワクチン接種に係る予約受

付方法について 

５月より 65 歳以上の人に対するワクチン接種が

始まりましたが、そのワクチン接種の予約申込を電

話による先着順としたために、多くの人は電話回線

が混んでいて、つながらない状況となっておりま

す。    

予約受付方法については、ワクチン接種の優先順

位を年齢順や基礎疾患有無等として市民に明確に

開示して、順番を行政で決めることが可能であれば

市民の理解を得られると思います。電話受付は止め

て、次回は行政にて順番を決定する方向を推進いた

だきたいが市の見解を問う。 

  
⑵ ワクチン接種者の意向調査

について 

 

ワクチン接種を希望しない人や時期を遅らせた

い人もいます。市民への意向調査を事前に実施して

基礎データとして保有し、行政で把握することも重

要な事です。調査内容は、ワクチン接種希望有無や

希望しない場合はその理由、接種を遅らせたい人の

有無、基礎疾患有無等とし、調査結果については今

後のワクチン接種人数の把握や、接種順番の名簿作

り等への活用や、ワクチン接種しない人はコロナ感

染症の発症有無の追跡等に活かすべきと思います。

市の見解を問う。 

  
⑶ ワクチンの接種体制の拡充

について 

 

現在矢板市では医療関係者の人員不足により、日

曜日しかワクチン接種ができない状況となってい

ます。国ではワクチン供給量を十分確保することを

発表して、菅首相は１日 100万回接種を目標に掲げ

ていますが、ワクチン接種を子どもまで拡充する動



  

きもあり、今後は週１回だけでは不足すると思われ

ます。 

こうした中、拡充策として全国的に、看護師の確保

や歯科医への協力依頼、民間開業医でのワクチン接

種等が考えられております。市としてどのような接

種体制の拡充を考えているか、市の見解を問う。 

  
⑷ 要介護者等への移動手段の

確保について 

 

ワクチン接種会場に自力で行けない要介護者や

免許自主返納者等への移動手段について、市とタク

シー会社で委託契約を結び、市負担で移動する方法

を提案します。市の見解を問う。 

  
⑸ ワクチン接種日程の明確化

について 

 

５月３日付厚労省 HP で、ファイザー社ワクチン

配送日程によると、６月末までに高齢者約 3,600万

人２回分の配布を完了する見込みと表明していま

す。政府からは地方自治体に対し７月中のワクチン

接種完了の要請があると思いますが、矢板市のワク

チン接種日程の明確化が必要です。市の見解を問

う。 

  
２ コロナ禍における諸問題につ

いて 

 

国立感染症研究所によると、コロナ感染は感染力

が強い N501Y 変異型ウイルスに、全国的に 90%以上

置き換わり、重症化リスクも 1.4倍高いとのことで

す。いままでと同じ対応では感染拡大を止められな

い状況となっています。感染症の対策は、最悪を想

定して手を打つのが基本です。矢板市ではどのよう

な対策を考えているのか質問します。 

  
⑴ コロナ検査の強化について 

 

那須塩原市では希望者に PCR検査の実施、東京都

では高齢者施設で月 1回の職員のコロナ検査を実施

するなど、無症状の人に検査を促し、感染拡大の兆

しをいち早くつかむなど検査体制の強化を実施し

ています。矢板市のコロナ検査体制は不十分であ

り、検査体制の強化をすべきと考えるが、市の見解

を問う。 

  
⑵ 矢板市の医療体制について 

 

コロナ対応で医療体制がひっ迫し、緊急時のけが

や病気などの医療に大きな影響が出ています。矢板

市においても、先般足の骨折で、病院での即時対応

が困難で、手術が遅れた事例も聞いています。市内

医療体制の状況と一般医療体制への影響をどのよ

うに考えているかを問う。 

  
⑶ コロナ感染時の弱者救済に

ついて 

コロナウイルスには、いつ誰もが感染する可能性

がありますので、子どもや障がい者、高齢者がいる



  

 家庭で保護者が感染したときの対処方法をマニュ

アル化して市民に提示してほしいと思います。市の

対処方針を問う。 

  
３ 日本語学校の誘致による人口

増への取組について 

一昨年、北海道行政視察を通じて、人口増加に成

功している「東川町」や「ニセコ町」の状況を報告

しました。東川町では、日本初の公立日本語学校の

開設で留学生が増加しました。人口減少の激しい日

本において、日本語学校の開設は優秀な外国人の増

加のための取組であります。 

こうした取組は、交通の便が良く、立地条件が良

い矢板市において、若者が増加し活気が生まれるこ

とが期待できます。こうした例を踏まえて、市の人

口増への取組についての見解を問う。 

  
４ 子どもの近視の予防への取組

について 

 

コロナ禍におけるオンライン授業やタブレット

学習などによりパソコン画面を眺める機会が増加

しております。成長期の子どもは長時間の使用によ

り眼球が楕円形に変形し近視が進むことがわかっ

てきて、将来、緑内障などの目の病気にかかるリス

クが高まる可能性が指摘されています。 

矢板市において、子どもへの近視予防に対する具

体的対策をお願いしたく市の見解について問う。 

  



  

一 般 質 問 通 告 一 覧 表 

第３６８回定例会 

 

発言順序 ３ 議席番号 ３ 氏  名 神 谷   靖 

      

質  問  事  項 質  問  要  旨 

  
１ 食物アレルギーへの対応につ

いて  

 

食物アレルギーを有する人が、アレルギー管理さ

れていない食事により、重篤な症状となる事故を防

ぐ必要があります。小中学校の学校給食と災害時の

備蓄食料品の食物アレルギーへの対応について質

問します。 

  
⑴ 小中学校の対応について 

 

学校給食について、食物アレルギー対応方針やマ

ニュアル等に基づいて事故防止を図っていると承

知していますが、その内容を市ホームページへ掲載

して、市民が認知できるように情報提供を行うこと

について見解を伺います。 

  
⑵ 災害備蓄品について 

 

防災士教本に「避難所・避難生活における「食」」

に関して、食物アレルギーや外国人の食生活につい

て留意するように書かれています。また内閣府の

「避難所における良好な生活環境の確保に向けた

取組指針」に、「食物アレルギー対応食品等について

も、必要な方に確実に届けられるなど、要配慮者の

利用にも配慮すること。」とあります。災害時の備蓄

食料品の食物アレルギーへの対応について伺いま

す。 

  
２ がんを患っている方への支援

について  

 

乳がんや子宮頸がん等のがん治療により、脱毛や

乳房摘出に伴う外見変化により生活上でストレス

を感じている患者が少なくありません。医療用ウィ

ッグや胸部補整具によりストレスを緩和し、療養生

活の質を向上することができます。しかし、これら

の医療用補正具は高額で、患者の精神的・経済的負

担が大きくなっています。購入しやすくなるような

費用支援について見解を伺います。 

  
３ 獣害対策について 

 

イノシシやシカなどの野生動物による農作物な

どの被害が深刻となっています。また本年 4月には、

那須塩原市の養豚場で、豚熱に感染したイノシシが

原因で大きな被害が発生しました。野生動物数の適

正化と、野生動物と共存するための対策について質



  

問します。 

  
⑴ ICT やドローンを活用した

対策について 

 

近年、獣害件数の増加に加え、猟師の人数も少な

くなり、効率的な対策の実施が急がれています。そ

こでＩｏＴセンサーやＧＩＳ（地理情報システム）

等のＩＣＴや赤外線カメラを搭載したドローンを

活用して、獣害対策を実施する自治体が増えていま

す。このような新しい技術を活用した獣害対策の導

入について見解を伺います。 

  
⑵ 環境整備による対策につい

て 

 

イノシシやシカなどの野生動物が人間の生活圏

に入ってきたのは、本来それらが生活している場所

に食料が少ないことが原因の一つと考えられます。

そこで雑木となっている杉や檜等の針葉樹から、そ

れらの食料である木の実のなる広葉樹に替えてい

き、人間と共存できる環境を作ることで、獣害を低

減させられると考えますが、環境整備による獣害へ

の対策について見解を伺います。 

  
⑶ ジビエの利活用について 

 

捕獲獣は埋設や焼却処分等によって処理される

ことが多いですが、地域の資源として有効活用し、

食肉（ジビエ）として利活用することも増えていま

す。厚生労働省でジビエに関するガイドラインや認

証制度が設けられており、流通販売が可能となって

います。ジビエの利活用について見解を伺います。 

  
４ 生活に課題のある人への支援

について 

 

コロナ禍において生活基盤の弱い人への影響が

深刻になっています。コロナ禍の社会で孤立・孤独

となり、生活が困難な状態となっているヤングケア

ラーの問題と、生活に困窮している女性、いわゆる

「女性の貧困」問題について質問します。 

  
⑴ ヤングケアラーへの支援に

ついて 

 

病気の親の世話や家事などに追われる 18 歳未満

の子どもを「ヤングケアラー」と呼んでいます。令

和３年４月に公表されたヤングケアラー実態調査

では、中学生の５％、高校生の４％が該当するとの

回答がありました。就学への影響や同世代からの孤

立等の問題を有するヤングケアラーへの支援につ

いて見解を伺います。 

  
⑵ 生活困窮した女性への支援

について 

 

コロナ禍において非正規で働いていた女性の多

くが就業の機会を断たれて生活が深刻になってい

ます。生理用品も購入できない「生理の貧困」とい

う報道もありました。生活困窮した女性への支援に

ついて伺います。 



  

一 般 質 問 通 告 一 覧 表 

第３６８回定例会 

 

発言順序 ４ 議席番号 ５ 氏  名 髙 瀬 由 子 

      

質  問  事  項 質  問  要  旨 

  

１ ともなりライブラリーの有効

活用 

―未来を担う 

子どもたちのために― 

矢板市では昨年度、全国初の学校電子図書館「と

もなりライブラリー」を開設しました。市立小中学

生への新型コロナウイルス感染拡大に備えた家庭

学習への支援と子どもの読書活動の推進を両立さ

せるとしています。学業の土台となる国語力の向上

だけでなく、物事への興味づけ、学習意欲増進、疑

似体験による人格形成などが図られ、子どもたちが

自ら学習し、長期にわたって有意義に活用されるこ

とが期待されます。 

現在「ともなりくんが選ぶ今月のベスト本」紹介

や「ゴールデンウィークお楽しみ企画」などが催さ

れ、子どもたちに親しみやすいウェブページが制作

されております。 

「ともなりライブラリー」について、こうした企

画や新たな取組等、今後の有効活用について当局の

意向を伺います。 

  
２ デリバリー（配送・出張販売）

クーポン券発行 

―「住んで良かった 

aiのあるまち矢板」へ― 

矢板市の「巣ごもり応援企画」として「テイクア

ウト（お持ち帰り）クーポン券」第５弾が発行され

ています。また毎年矢板市商工会商品券が発行され

るなど、経済活性化と市民の暮らしを守る施策が展

開されています。 

外出を控えている方、障がいがある方、高齢の方、

交通弱者の皆様に利用しやすい、「デリバリー(配

送)キャンペーン」を行っている自治体もあります。 

配送支援や「配送クーポン」「出張販売クーポン」

の発行などにより、食事に限らず、物品も電話やメ

ールで簡単に注文できるようにして、市民の皆様に

利用しやすく、地域の飲食業、小売店を手助けでき

る更なる取組をしてはいかがでしょうか。 

当局の意向を伺います。 

 

 

 
３ SNS やオンライン配信の活用

による移住定住促進 

―「選ばれる矢板」へ― 

テレワーク推進や感染症対策などで首都圏を離

れる人が増加しています。矢板市では、現在「ふる

さと支援センターTAKIBI」が移住定住の支援窓口に

なっています。親切丁寧な案内や移住者の会の開



  

催、県と連携したオンラインでの遠隔説明会などが

功を奏し、移住者が増えています。 

矢板市は、先進的な取組で、新聞や機関誌に取り

上げられています。各課の施策を PRするため、SNS

やオンライン配信での説明会や体験会を開催する

ことを提案します。 

当局の意向を伺います。 

  

 

  



  

一 般 質 問 通 告 一 覧 表 

第３６８回定例会 

 

発言順序 ５ 議席番号 11 氏  名 小 林 勇 治 

      

質  問  事  項 質  問  要  旨 

  

１ 新型コロナウイルスワクチン

について 

 

  
⑴  ワクチンの有効性について 本市から 65 歳以上の方への優先接種が始まり、

私のところにもワクチン接種の案内が届きました。

その案内に添付されていた「新型コロナワクチン予

防接種についての説明書（ファイザー社製）」の中に

「発症予防効果は約 95％と報告されています。」と

ありました。するとこれを見た人は、「100人中 95人

に効果がある」と誤った受け取り方をしないだろう

か。市民は有効率 95％の本当の意味を知っているだ

ろうかと疑問を感じました。 

未知の新型コロナウイルスワクチンを理解する

ために、同じウイルス感染症であり、よく知られて

いるインフルエンザワクチンの変遷を理解するこ

とが役立つと思いましたので、まずそのことを取り

上げます。 

それは、1987年１月に報告された、前橋市インフ

ルエンザ研究班による調査で「ワクチン非接種地域

におけるインフルエンザ流行状況」で通称「前橋レ

ポート」とも呼ばれている報告書です。 

その疫学調査は、小学生を対象とした集団接種を

しない前橋市・安中市と、接種を受けた高崎市・伊

勢崎市・桐生市との 1980 年から５年間にわたる比

較調査です。その調査の中で、前橋市の５校の小学

校 600人の同じ児童を、年２回５年間にわたり親の

承諾を得て採血し、抗体検査も行われました。血液

の調査では、インフルエンザに「自然感染すること

で強い免疫がつくられた」ことが証明されました。

一度、「自然感染する」ことで、ウイルスが変異して

も簡単にはインフルエンザに感染しなくなります。

この調査の結論は、「インフルエンザワクチンを打

っても打たなくても何も変わらない、前橋市は集団

接種をやめてやはりまちがいがなかった、正しい決

断であった」ということです。 

この疫学調査の発表や、インフルエンザワクチン



  

接種の副反応で亡くなる人や障害が起きたため、当

時の厚生省がやっと動き、1994年予防接種法が改正

されインフルエンザワクチンは定期接種から任意

接種へと変更されるに至ったようです。 

改めて、新型コロナウイルスワクチンの有効率

95％とは、米国ファイザー社製新型コロナワクチン

の第３相試験の結果からきています。ワクチンを接

種した２万人のグループと非接種者２万人のグル

ープの治験により合計で 170 人（内訳は８人と 162

人）の感染者が出た時点で治験を止めて、解析した

結果として「95％の有効率」があったとされていま

す。それは「感染者の比較」から、「どのくらい発症

を減らすことができるか」の割合を有効率として表

した科学的定義の数値であるようです。 

「感染を恐れない暮らし方」の著者の、ある著名

な医師は自身の SNSで「しかし、ここには「感染し

なかった人」の割合が見落とされて、非接種グルー

プ 19,838人と接種グループ 19,992人へ目が向けら

れていません。」と、そして「感染しなかった人」を

「無効率」という著者オリジナルの解析を行い 0．

77％の差でしかないと述べています。 

私は、情報の発信のあり方に問題を感じます。市

民は自ら正しく知る必要があり、行政は正しく伝え

る責務があります。有効率 95％のみでは情報が不足

しており、市民のワクチン接種の判断を誤らせはし

ないかと危惧しています。 

このようなことから、本市ではこのことをどのよ

うに捉えているかを伺います。 

  
⑵ 接種は強制ではなく、本人

の同意に基づくものであるこ

とについて 

矢板市で最初の感染者（PCR 検査陽性者）が出た

時に市長メッセージを速やかに出して、感染者個人

の人権を守るように市民に働きかけたことを高く

評価しています。 

今回のワクチン接種は、強制ではなく本人の自由

意思による判断で決めることができるとあります。 

すなわち、自主的な同意が不可欠です。インフォ

ームドコンセントを被接種者に行い、同意を得た上

でワクチンを接種する工程になっています。 

インフォームドコンセントについて日本看護協

会の説明によると、「患者の知る権利、自己決定権、

自立の原則を尊重する行為である」とあります。今

回の接種前における医師の説明を受けて、同意する

かしないかの署名が行われて、同意した人は接種す

ることになっています。 



  

この医師の説明はインフォームドコンセントと

して市民が判断するためのワクチンに対する有効

性とリスクについての説明が行われていると理解

してよろしいでしょうか。 

最終的には本人が決める事という、同意が不可欠

という重要性に鑑み、個人の人権を重んじ、社会的

な同調圧力等、事実上の強制接種にならないよう

に、マニュアルどおりに「任意接種」を指導・監督

していただきたいので、本市の取組について伺いま

す。 

  
⑶ コロナ恐怖の払拭について 現在は、新型コロナウイルス感染症の 1年半あま

りに渡り連日のメディアの報道により市民にコロ

ナ恐怖が植え付けられているように感じます。それ

は、10年前の東日本大震災の時と似ているように感

じます。人は未知の現象に恐怖を抱くからだと言わ

れていますが、その時は原発事故による放射能汚染

に対する恐怖でした。その時に語られたのが「正し

く恐れる」であり、今回も同じように感じます。 

市民が、コロナ恐怖を払拭するには、正確な情報

を得ることに有ると思います。 

その一つが、「抗体検査」を本市独自に行うことで

す。先に紹介した著名なある医師は、「抗体検査を実

施することで、通常のかぜやインフルエンザ、他の

肺炎などとどの程度違うか比較が大切であり、現在

はこの情報がほとんど得られないまま、恐怖だけが

広がっている」と述べていますが、私も同感です。 

⑴の質問の中で紹介した書籍の終わりの箇所で

抗体検査により次の５つが分かるといいます。 

① 診断を確定できる 

② 感染しているか、したことがあるか、免疫が 

ついているかわかる 

③ 感染者数が正確にわかる 

④ 病気の重要度がわかる 

⑤ 病態の解明がすすむ 

先ほど触れた、前橋レポートの中で、小学生への

抗体検査を実施して分かったことは「自然感染で強

い免疫がつくられたこと」であるとありました。こ

の免疫がつくられている状況が分かれば、新型コロ

ナウイルスを必要以上に恐れなくなり、「正しく恐

れる」という科学的な疫学的根拠を得ることができ

ます。 

抗体検査を本市独自で行うことができたとする

なら、矢板市民が「新型コロナウイルスに感染して



  

いるか、したことがあるか、免疫がついているか」

が分かりますし、既に「自然感染で強い免疫を私は

持っている」と分かれば、あえて未知の新型コロナ

ウイルスワクチンを打たなくても良いのだとの判

断にもつながり、ひいては「コロナを恐れる」こと

もなくなるのではないでしょうか。それはまた、本

市のコロナ対策の現状分析になり適切な対策立案

につながると思います。 

正確な情報が市民に伝わることが大切であると

思いますので、本市の取組を伺います。 

  
 


